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❷ 民事法律扶助業務
（１）民事法律扶助援助実績件数
　民事法律扶助業務は、資力の乏しい国民等に対し、無料法律相談（法律相談援助）、民事裁判等手続の
準備及び遂行のための弁護士・司法書士費用等の立替え（代理援助）、及び民事裁判等手続に必要な書類
の作成のための弁護士・司法書士費用の立替え（書類作成援助）を行う業務である。法テラスの業務開始
までは財団法人法律扶助協会が実施してきたが、2006 年 10 月から、法テラスが引き継いで実施している
（総合法律支援法第 30 条第１項第２号）。
　以下は、2012 年度から 2018 年度における民事法律扶助援助実績についてまとめたものである。

（単位 :件）
年　度

業　務 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

法律相談援助 271,554 273,594 282,369 286,602 298,220 302,410 314,614 

代理援助 105,019 104,489 103,214 107,358 108,583 114,770 115,830 

書類作成援助 5,441 4,620 3,982 3,993 3,877 4,278 3,522 

2018年度 法律相談件数計 314,614件
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【注】代理援助件数及び書類作成援助件数は、法テラスにおける開始決定件数である。
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